
【別表】 

平成１９年３月１６日付け福井県告示１４６号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

１ 小浜市学園町１番２の一部 省令第１２条の３１第２号 

２ 

あわら市笹岡５字中ノ田１１番、１２番１から１２番３ま

で、１３番１から１３番３まで、１４番、１５番、１６番

１から１６番３まで、１７番１から１７番３まで、１８番、

１９番、２０番１から２０番３まで、２１番１から２１番

３まで、２２番、２３番、２４番１から２４番４まで、２

５番１から２５番３まで、２６番、２７番、２８番１から

２８番３まで、２９番１から２９番３まで、３０番１から

３０番３まで、３１番１から３１番３まで、３２番１から

３２番３まで、３３番、３４番、３５番１から３５番３ま

で、３６番１から３６番３まで、３７番、３８番、３９番

１から３９番３まで、４０番１から４０番３まで、４１番

１から４１番３まで、４３番１から４３番３までおよび４

４番から５８番までの全部 

省令第１２条の３１第２号 

３ 

越前市家久町１字東下河原１８番３から１８番５まで、１

９番４、１９番８、２５番３、２６番３、２６番４、３２

番２、３６番４､３６番５、６１番２、６１番７、７９番

１、８０番４、９７番１、９７番５から９７番７まで、１

０８番５、１０９番２、１０９番５、１１０番１、１１０

番６、１３５番、１４１番、家久町２字上下河原２番１、

２番３、２番４、３番１から３番４まで、４番１から４番

４まで、５番１、５番２、６番１から６番３まで、７番１

から７番３まで、８番から１０番まで、１１番１、１１番

２、１２番１、１２番２、１３番、１４番、１５番１、１

５番２、１６番１から１６番３まで、１７番３、１７番４、

４５番１、４５番３、４７番１、家久町４字中下河原２２

番３、２２番４、３１番２、３２番２、３３番１、３３番

２、３３番４、３３番５、３４番２から３４番５までおよ

び３５番２の全部 

省令第１２条の３１第２号 

４ 高浜町下車持４１字小浜５番３の全部 省令第１２条の３１第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「省令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭

和 46 年厚生省令第 35 号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であること

を示す。 

  

平成２０年３月３１日付け福井県告示２２０号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

５ 

永平寺町松岡上吉野２４字下長田１番から４番まで、２５

字中長田１番から１９番まで、２１番、２１番２、２３番

から２５番まで、２７番から３１番まで、３３番から３８

番まで、４０番から４４番までおよび４６番から４９番ま

でならびに７０字西長田３番１から３番５までおよび３

番９ならびに松岡島１６字長田１番から１１番までおよ

び１３番から１５番までならびに１７字中長田１番およ

び２番の全部 

省令第１２条の３１第２号 



６ 
勝山市平泉寺町岩ヶ野４２字上野２３番１、２４番および

２５番の全部 
省令第１２条の３１第２号 

７ 

越前町下糸生１１９字中滝谷１番１、１番２、２番２、３

番２、８番２、１０番２、１０番３、１１番および１２番

２、１２０字奥滝谷５番１から５番９まで、１０番２、１

１番１および１１番２、１５６字前山３７番１０ならびに

１５７字堤１番３、１番３８、７番２から７番４まで、７

番６、８番２、１０番２から１０番４までおよび１０番６

から１０番８までの全部ならびに１２４字薬王寺６番１

ならびに１５６字前山３番、４番および６番１の各一部 

省令第１２条の３１第２号 

８ 

敦賀市金山１３号西安無１番から６番までならびに１４

号南安無１番および２番２の全部ならびに１３号西安無

７番および８番１の各一部 

省令第１２条の３１第１号 

９ 

あわら市権世２２字北山三２番１、２番２、３番１、３番

２、４番１、４番２、５番１、５番２、６番１、６番２、

７番１、７番２、８番、９番１、１０番１、１１番１、１

３番１、１３番２および１４番１の全部 

省令第１２条の３１第１号 

１０ 
あわら市権世５８字後谷山１１番、１２番、１３番１およ

び１４番１の全部 
政令第１３条の２第１号 

１１ 敦賀市田尻７号鳥越２番の全部 省令第１２条の３１第２号 

１２ 敦賀市刀根７号沢洞２番１の一部 政令第１３条の２第１号 

１３ 敦賀市駄口１号下焼山３番および４番の各一部 省令第１２条の３１第２号 

１４ 

若狭町井崎４７号多茂ノ木１番および２番２ならびに５

３号宮ノ前２２番１、２３番１、２４番１、２４番２、２

５番１、２５番２および２６番の全部 

省令第１２条の３１第１号 

１５ 

若狭町仮屋５号大杉１２番１から１２番３までおよび１

３番１から１３番３まで、瓜生８８号滝ノ下１０番１から

１０番３までならびに関６４号滝ノ下１番１から１番３

までおよび２番１から２番３までの全部 

政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。 

   埋立地の区分の欄中「省令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭

和 46 年厚生省令第 35 号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であること

を示す。 

 

平成２４年４月１０日付け福井県告示１８２号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

１６ 
 

大飯郡おおい町犬見４６字新大左近１番１他（別図のとおり） 

 

政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

   「別図」は省略し、その図面は福井県嶺南振興局若狭健康福祉センターに備え置い

て公衆の縦覧に供する。 



平成２５年３月２２日付け福井県告示１２５号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

１７ 

敦賀市樫曲９４号兵ヶ谷２番９から２番１１までおよび

３番１から３番１０まで、９５号前谷２番１、３番１から

３番３まで、４番１から４番８までおよび４番１３、９６

号広畠１番２から１番１０までならびに獺河内３３号広

畑２番から７番まで、８番１から８番３まで、９番１、９

番２、１０番および１１番、３４号ワサ田１番１、２番か

ら５番まで、７番から１０番まで、１３番、１４番、１６

番および１７番、３６号兵ヶ谷口１番、４番および５番、

３７号〆田向３番から５番までの全部ならびに樫曲９４

号兵ヶ谷１番２、１番３、２番２から２番８まで、２番１

２および３番１１、９５号前谷１番１から１番３まで、２

番２、２番３、２番６、２番８および４番９から４番１２

まで、９６号広畠１番１、９７号馳セ谷１番１から１番６

までならびに獺河内３３号広畑１番、３４号ワサ田１番

２、６番、１１番、１２番および１５番、３６号兵ヶ谷口

２番、３番および６番、３７号〆田向２番の各一部 

政令第１３条の２第３号ロ 

１８ 

小浜市仏谷２号平谷２番から５番までおよび８番１、１１

番の全部ならびに１番１、６番、７番１、８番２、９番１

および９番６ならびに１２番から１４番までの各一部 

政令第１３条の２第１号 

１９ 小浜市仏谷１５号東大谷１番他（別図のとおり） 政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。 

   「別図」は省略し、その図面は福井県嶺南振興局若狭健康福祉センターに備え置い

て公衆の縦覧に供する。 

 

平成２９年５月３０日付け福井県告示２６４号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２０ 越前市勝蓮花町２５字塩辛１番他（別図のとおり） 政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

   「別図」は省略し、その図面は福井県安全環境部循環社会推進課および福井県丹南

健康福祉センターに備え置いて公衆の縦覧に供する。 

 

平成２９年７月４日付け福井県告示３０５号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２１ 福井市白滝町４３字広田１番他（別図のとおり） 政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

   「別図」は省略し、その図面は福井県安全環境部循環社会推進課および福井県福井

健康福祉センターに備え置いて公衆の縦覧に供する。 

 

 



平成２９年１２月２６日付け福井県告示５０４号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２２ 敦賀市櫛川８８号東高野７番７の一部 政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

    

平成３１年４月１９日付け福井県告示１６２号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２３ 
おおい町名田庄虫鹿野第１９号１番地の一部他（別図のと

おり） 
政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

   「別図」は省略し、その図面は福井県安全環境部循環社会推進課および福井県嶺南

振興局若狭健康福祉センターに備え置いて公衆の縦覧に供する。 

 

平成３１年４月２６日付け福井県告示１８２号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２４ 
勝山市平泉町岩ケ野４２字上野２９番１の一部他（別図の

とおり） 
政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

   「別図」は省略し、その図面は福井県安全環境部循環社会推進課および福井県奥越

健康福祉センターに備え置いて公衆の縦覧に供する。 

 

令和４年３月２９日付け福井県告示１０６号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２５ 
福井県坂井市三国町池上１００字赤萩山２１番１、１１５

字無久知山畑２１番および２２番１の全部 
政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。  

 

令和６年９月３日付け福井県告示３８０号 

番号 指定区域 埋立地の区分 

２６ 丹生郡越前町横山１２字下阿知田５番１他（別図のとおり） 政令第１３条の２第１号 

備考 埋立地の区分の欄中「政令」とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和

46 年政令第 300号）をいい、指定区域がその規定に該当する埋立地であることを示す。 

   「別図」は省略し、その図面は福井県エネルギー環境部循環社会推進課および福井

県丹南健康福祉センターに備え置いて公衆の縦覧に供する。 

   


